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事業の全体スキーム
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交付申請から入金までの流れ
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交付申請から入金までの流れは以下の通りです。交付決定以降、完了実績報告までの間に「中間報告・計画変

更」が必要となる場合があります。 「中間報告・計画変更」は申請理由に応じて、4つ申請メニューに分かれます

（「中間報告」、「登録事項変更」、「交付決定変更」、「交付申請取下・事業廃止」）。状況に応じて適切な申

請内容を選択ください。その後、「完了実績報告」、「請求申請」を行い、申請内容に不備がなければ補助金を受

け取ることができます。なお、適宜実地検査を行う場合がございます。

交付申請
（必須）

中間報告
計画変更

完了実績報告
（必須）

請求申請
（必須）

実地検査
（※1対象となった事業者のみ）

着 金

中間報告
（※2対象となった事業者のみ） 登録事項変更

交付決定変更

交付申請取下・
事業廃止

計画変更
（必要に応じて）

4ページ参照 5ページ参照

交付申請以降の流れについて

※2「中間報告」の対象者は事務局から別途ご連絡致します。

なお、インボイス制度の導入に伴い「免税事業者」は中間報

告が必要となります。また「免税事業者」と「簡易課税事業

者」は、中間報告で自身の税区分を証明する書類の提出が

必要となります。

担保権申請
（※1対象となった事業者のみ）

※1「担保権申請」「実地検査」の対象者は事務局から別途

ご連絡致します。「担保権申請」についてはポータルサイトに

「担保権設定承認申請の手引き」を掲出しておりますので、ご

参照ください。



中間報告の概要

中間報告についての概要および対象者は以下の通りです。

詳細は「中間報告の手引き」を御覧ください。

中間報告

中間報告とは
中間報告は、事業期間中に事業終了時における検査負荷の軽減並びに誤認識及び誤処理等の速やかな是正等を
目的として、必要に応じて事務局が実施する検査です。中間報告を行う補助事業は、事業規模、内容、取組状況等
に応じて事務局が決定します。対象となる補助事業者に対しては、事前に事務局から個別に通知いたしますので、電子
申請システム上より届け出をお願いいたします。また、「免税事業者」と「簡易課税事業者」は自身の税区分を証明する
書類の提出が必要となるため、通知を受け取っていない場合でも中間報告を行ってください。

対象者
・事務局から個別に中間報告依頼通知を受けた補助事業者
・交付申請時の消費税課税区分が「免税事業者」と「簡易課税事業者」である補助事業者
※原則、中間報告依頼を受けてから1か月以内に適切な報告を行ってください。

実地検査の概要および対象者は以下の通りです。

実地検査

実地検査とは
事業期間中、もしくは事業期間終了後に、実証実験の実施状況や工事の内容等が当初計画と整合しているかどうか
を確認するために、事務局が現地を訪問して実地検査を行う場合があります。

対象者
事務局から個別に実地検査の対象として通知を受けた補助事業者

実施時期
実施日程の詳細については、事務局から個別にご連絡いたします。

注意事項
・実施方法は、社会情勢等を鑑みて変更する場合があります。
・複数事業を実施している補助事業者に対しては、各補助事業について個別に検査を実施する場合があります。
・実地検査の際に、悪質な妨害、隠ぺい、虚偽説明等が認められた場合は、交付決定の取り消しを行う場合がありま
す。

実地検査の概要

交付申請以降の流れについて
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概要および対象者は以下の通りです。

請求申請

詳細は「完了実績報告の手引き」を御覧ください。

完了実績報告

完了実績報告とは
完了実績報告は、補助事業完了後に補助金の額を確定するために、全補助事業に対して、事務局が実施する検査
です。中間報告等を行った補助事業に対しては、中間報告等で確認済みの証拠書類を除いた内容について検査を実
施します。

対象者
補助金の交付を受ける全事業者

提出期限について
交付申請時に申請した事業完了日から10日以内 （令和5年度の補助事業については遅くとも令和6年3月6日まで、
令和6年度の補助事業については遅くとも令和7年1月10日まで)

※ 期限までに適切な報告を行ってください。
※ 事業完了日は事務局に報告することで、令和5年度の補助事業については事業完了期限である令和6年2月29
日まで、令和6年度の補助事業については事業完了期限である令和6年12月31日までであれば延長することができま
す。

完了実績報告の概要

請求申請とは
完了実績報告を完了後、補助事業者は補助金の交付を受けるために事務局から示された補助金の額の確定通知を
確認し、請求申請ボタンを押下いただく必要があります。請求申請を行わないと補助金の交付を受けることができません
ので、ご注意ください。

対象者
補助金の交付を受ける全事業者

申請期限について
完了実績報告の承認後、速やかに申請してください。

※振込(送金)完了の通知文書は送付しませんので、通帳記帳にて入金を確認して下さい。
※令和5、６年度の事務局振込口座名はそれぞれ「ﾚｲ5ｶﾝｺｳｻｲｾｲ」、「ﾚｲ6ｶﾝｺｳｻｲｾｲ」です。

交付申請以降の流れについて

請求申請の概要

概要および対象者は以下の通りです。
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計画変更申請の概要

概要および対象者は以下の通りです。

登録事項変更

登録事項変更とは
交付決定以降に、補助事業者の住所変更(表示変更も含む)、代表者又は担当者の変更、組織変更(個人事業主
→法人、有限会社→株式会社等)、宿泊施設名の変更(○○ホテル別館→○○ホテルアネックス等)等が生じた場合
に電子申請システム上より届け出をお願いいたします。変更内容に応じて、適切な「申請メニュー」を選択してください。

対象者
交付決定以降に以下の内容について、登録事項に変更が生じた補助事業者

変更内容（申請メニュー）の詳細
法人における社名・所在地・代表者名の変更／個人事業主が法人化する場合の変更／個人事業主の事業譲渡等
による変更（全事業）／個人事業主の事業譲渡等による変更（一部事業）／法人の会社合併による変更／法
人の会社分割による変更／施設名称の変更／事業主死亡による承継／上記以外の登録事項変更

交付決定変更

交付決定変更とは
交付決定を受けたあと、補助事業の目的に沿った範囲内で、やむを得ず補助事業の実施内容又は経費の配分等の
変更(軽微な変更を除く)を行う場合には、あらかじめ、交付決定変更の手続きを電子申請システムを通じて行い、事
務局から計画変更の承認を受けて下さい。 「変更後の補助金額」は、「当初の補助金額」(交付決定通知の補助金
の額)を超えることはできません。

対象者
・交付決定以降に事業内容に変更が生じた補助事業者（※）
・交付決定以降に経費の配分等に変更が生じた補助事業者（※）
※ただし地域計画および補助事業の目的に沿った範囲内の変更に限る

交付申請取下・事業廃止

事業廃止とは
天災等、やむを得ない事情により、補助事業を中断せざるを得ない場合に必要な申請です。事業実施期間内に代金
支払まで完了した経費のみ交付の対象となりますので、事業廃止の申請の承認後は必ず完了実績報告を行ってくだ
さい。

対象者
交付決定以降に執行途中の事業を取りやめ、代金支払済みの経費のみ交付を希望する補助事業者
※事業規模を縮小することで事業を完了することができる場合は、「交付決定変更」を選択してください。

交付申請取下とは
交付申請を取り下げようとするときに必要な申請です。取り下げの希望がある場合は、速やかに申請を行ってください。
取り下げの承認後は、補助金の交付を受けることはできません。

対象者
交付決定以降に交付申請の取り下げを希望する補助事業者

事業廃止

交付申請取下

詳細は「計画変更の手引き」を御覧ください。

交付申請以降の流れについて
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提出書類一覧
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改修系事業の提出書類一覧
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提出書類一覧

「宿泊施設の高付加価値化改修（1/2補助）」、「宿泊施設の高付加価値化改修（2/3補助）」「観光施設の改
修」、「廃屋の撤去」、「公的施設の観光目的利活用のための民間活力導入」において、補助事業者は中間報告から
完了実績報告完了後に下記の書類をご用意いただく必要がございます。詳細はそれぞれの手引きをご参照ください。

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX

No 書類名

中
間
報
告

交
付
決
定
変
更

交
付
申
請
取
下
・

事
業
廃
止

完
了
実
績
報
告

完
了
実
績
報
告
以
降

備考

1 工事等の概要資料（図面） （※1）

2 【様式7】改修工事経費積算表 （※1）

3
【様式9】補助対象経費により取得する建物に係る
同意書

（※1）

4 【様式10】工事のビフォーアフター （※1） 〇

5 経費の採用見積書 △ （※1）

6 不採用見積もしくは【様式8】業者選定理由書 △ （※1）

7 利益排除が必要な場合の追加提出書類 △ （※1）

8 契約書もしくは発注書・発注請書 〇 （※1） 〇
「中間報告」「完了実績報告」のいずれ

かで必須

9
「免税事業者」または「簡易課税事業者」であるこ
とを確認できる証憑

△ △

10
【様式20】インボイス制度導入に伴う免税事業者の
課税区分に伴う確認書

△ 免税事業者の場合

11
「補助金交付決定取消申請理由」もしくは「廃止を
必要とする理由」

〇 マイページより直接入力

12
工事完了報告書(工事完成引渡書・工事完成報告書
等)

〇

13 採用業者からの支払請求書 〇

14 採用業者へ支払済であることを確認可能な書類 〇

15 立替払証憑 △

16 【様式21】消費税の額の確定に伴う報告書 （※2）

17 【様式23】取得財産管理台帳 （※2）

18 【様式24】補助事業財産処分承認申請書 （※2）

19
【様式19】抵当権等担保権設定義務の免除に関する
報告書

△

20 本補助事業に係る融資証明 △ 補助率が2/3の場合のみ必須

21
当該申請対象施設の改修後３カ月以内に取得した旅
館業営業許可証の写し

△ （※2）
交付申請までに旅館業営業許可証の写し

を提出していない場合

22
【様式28】施設・建物所有者の同意に関する報告書
（財産処分制限）

△ 対象者のみ

23 面的DX化に参加したことが確認できる書類 △
「観光施設の改修」を行う補助事業者で、

面的DX化計画に参画し補助上限が2,000

万円の適用を受けた場合は提出が必須

24 取得財産管理シール 〇 廃屋の撤去の場合は不要

※1：「交付決定変更」においては自身の変更内容に応じて、必要な書類を提出してください。
※2：事業完了後にご提出いただく可能性がございます。

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）



「登録事項変更」提出書類一覧
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提出書類一覧

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX

交付決定以降に、補助事業者の登録情報（補助事業者の住所変更、代表者又は担当者の変更等）に変更が

生じた場合、電子申請システム上の「登録事項変更」から申し出ていただく必要がございます。適切な「申請メ

ニュー」を選択の上、変更内容に応じて下記の通り、必要書類を提出いただく必要がございます。

No 書類名

登録事項変更の内容
（申請メニュー）

口
座
登
録
申
請

法
人
に
お
け
る
社
名
・
所
在
地
・
代
表
者
名
の
変
更

個
人
事
業
主
が
法
人
化
す
る
場
合
の
変
更

個
人
事
業
主
の
事
業
譲
渡
等
に
よ
る
変
更
（
全
事
業
）

個
人
事
業
主
の
事
業
譲
渡
等
に
よ
る
変
更
（
一
部
事
業
）

法
人
の
会
社
合
併
に
よ
る
変
更

法
人
の
会
社
分
割
に
よ
る
変
更

施
設
名
称
の
変
更

事
業
主
死
亡
に
よ
る
承
継

1
法人情報を変更したことが分かる書類
（履歴事項全部証明書）

〇

2
個人事業主が法人化したことが分かる書類（個
人事業主開業・廃業届/法人設立届出書/履歴事
項全部証明書等）

〇

3
譲渡側の廃業届
(税務署の受付印があるもの)

〇

4
譲受側の開業届
(税務署の受付印があるもの)

〇

5
営業譲渡契約書等
(任意書式：財産及び事業の移行を確認できる書
類)

〇

6
存続会社（又は新設会社）の履歴事項全部証明
書

〇

7 消滅会社の閉鎖事項全部証明書 〇

8
承継会社（又は新設会社）の履歴事項全部証明
書

〇

9 分割会社の履歴事項全部証明書 〇

10 事業主死亡による承継が確認できる証憑
〇

（※3）

11 そのほか、登録事項の変更が確認できる書類
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）
△

（※1）

12
氏名を確認できる書類
（住民票や運転免許証のコピー等）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

△
（※1）

13 通帳口座証明書
△

（※2）

※1：変更内容によって事務局からの書類の提出を依頼させていただく場合がございます。依頼内容に応じて提出してください。
※2：口座情報に変更があり、POファイナンスを利用しない場合は提出してください。
※3：事業主死亡による承継の場合は、まず事務局までご一報ください。

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）



「実証実験」「面的DX化」の提出書類一覧
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提出書類一覧

「実証実験」、「面的DX化」において、補助事業者は中間報告から完了実績報告完了後に下記の書類をご用意いただ
く必要がございます。詳細はそれぞれの手引きをご参照ください。

宿泊
施設

観光
施設

廃屋
撤去

公的
施設

実証
実験

面的
DX

〇 必須 △ 任意（必要がある場合）

No 書類名

中
間
報
告

交
付
決
定
変
更

交
付
申
請
取
り
下
げ
・

事
業
廃
止

完
了
実
績
報
告

完
了
実
績
報
告
以
降

備考

1 実証実験・面的DX化の概要資料 （※1）

2 経費の採用見積書 △ （※1）

3 不採用見積もしくは【様式8】業者選定理由書 △ （※1）

4 利益排除が必要な場合の追加提出書類 △ （※1）

5 契約書もしくは発注書・発注請書 〇 （※1） 〇 「中間報告」「完了実績報告」のいずれかで必須
対象：経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・委託・外注費
・その他の諸経費6 仕様書又は委託・外注内容を確認できる資料 △ （※1） 〇

7 雇用契約書 (派遣の場合は派遣契約書) △ （※1） △
「中間報告」「完了実績報告」のいずれかで必須
対象：経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・「補助人件費」

8 時間単価算定のための資料 △ （※1） △

「中間報告」「完了実績報告」のいずれかで必須
対象：経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・「補助人件費」

例：給与台帳又は給与明細 (派遣の場合は支払請求書)、
勤務 (出勤) 簿、業務日誌 (補助事業従事簿)、源泉徴収
の状況を明らかにした書類 等

9 謝金、旅費の支払基準 △ （※1） △

「中間報告」「完了実績報告」のいずれかで必須
対象：経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・「謝金・旅費」

例：業務実施確認表および会議・イベントの議事録又
は報告書、旅費計算書および証拠書類、源泉徴収の状
況を明らかにした書類 等

10
「免税事業者」または「簡易課税事業者」である
ことを確認できる証憑

△ △

11
【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業
者の課税区分に係る確認書

△ 免税事業者の場合

12 【様式27】面的DX化計画進捗報告書 △ △ 補助対象事業が「面的DX化」の場合

13 【様式25】面的DX化計画に参加する事業者一覧 △ △ 補助対象事業が「面的DX化」の場合

14 【様式26】実証実験完了報告書 △ 補助対象事業が「実証実験」の場合

15
「補助金交付決定取消申請理由」もしくは「廃止
を必要とする理由」

〇 マイページより直接入力

16 納品書 〇

経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・「委託・外注費」
・「端末等導入費」
・「その他の諸経費」

17 完了報告書及び成果物 〇
経費積算項目の大項目に以下が存在する場合
・「委託・外注費」
・「端末等導入費」

18 採用業者からの支払請求書 〇

19 採用業者へ支払済であることを確認可能な書類 〇

20 立替払証憑 △

21 【様式21】消費税の額の確定に伴う報告書 （※2）

22 【様式22】収益納付に係る報告書 △

23 【様式23】取得財産管理台帳 （※2）

24 【様式24】補助事業財産処分承認申請書 （※2）

※1： 「交付決定変更」においては自身の変更内容に応じて、必要な書類を提出してください。
※2：事業完了後にご提出いただく可能性がございます。



補助事業別留意事項

11



12

補助金の交付決定

補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後に補助事業に着手することが可能です。令和5年度分の補助

事業については遅くとも令和6年2月29日までに事業を完了してください。令和6年度分の補助事業については令和6

年12月31日までに事業を完了してください。事業の完了とは改修工事等の完成だけでなく、工事代金等の支払いま

で完了させることを指します。なお、事業完了日は事務局に申し出て、承認を受けた場合、延長することができます。た

だし、補助事業の属する年度の完了期限以内で設定いただきます。（例：令和5年度事業完了日を令和6年1月31

日から令和6年2月29日へ延長する）

また、補助事業完了後には、事業完了日から10日以内 (最も遅い場合で令和5年度の補助事業については令和6

年3月6日、令和6年度の補助事業については令和7年1月10日まで) に、補助事業完了実績報告を行う必要があり

ます。

重要

※事前着手制度を利用している補助事業者は、事前着手届出受理日から補助事業に着手すること
が可能です。

補助事業別留意事項

令和5年度事業

令和5年度事業

交付決定

最長 令和6年12/31

完了実績報告は最長令和6年3月6日
までに行う必要があります

完了実績報告は最長令
和6年3月6日までに行う
必要があります

交付決定後から
事業着手可能

令和6年度事業

交付決定

交付決定

完了実績報告は最早 令和6年4月1日～
最長 令和7年1月10日までに行う必要があります

最長 令和6年
2/29

最長 令和6年
2/29

委託先/施工会社等への支払い

最早 令和6年3/1から

令和６年度事業

令和6年度交付決定

完了実績報告は令和7年1月10日
までに行う必要があります

複数年
度事業

令和5年度
単年事業

令和6年度
単年事業

最長 令和6年12/31最早 令和6年3/1から

委託先/施工会社等への支払い



補助事業別留意事項

補助対象経費及び証拠書類の留意事項
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消費税の扱いに関する証憑

※原則、課税事業者は本補助事業では一律税抜きでの交付となります。

※消費税を含めた金額を補助対象経費とする場合は、該当する事業者区分であることを証明する資料の
提出をお願いすることがあります。

※該当する課税区分は、補助事業完了日を含む課税期間（会計期間）の区分にしたがって申請してく
ださい。

※協会や協議会等任意団体の申請について、原則補助対象経費には消費税を含めないこととします。

※今後インボイス制度等の開始に伴い、内容が一部変更となる可能性があります。

本事業において、下記に該当する事業者は消費税を含めた金額で申請を行うことができますが、その場
合、「免税事業者」または「簡易課税事業者」であることを証明する書類の提出が必要となります。

●免税事業者

●簡易課税事業者

本事業におけるインボイス制度の取り扱い

10月からのインボイス制度開始に伴い本補助事業においても、課税区分の情報等の変更が必要となる場合がございま
す。交付申請時に課税区分が免税事業者の方は「【様式20】インボイス制度開始に伴う免税事業者の課税区分に
係る確認書」のご提出をお願い致します。本様式を必ず中間報告時にご提出ください。インボイス制度の概要・詳細等
に関しましては、国税庁のHPをご確認ください。
（国税庁HP https://www.nta.go.jp/）

【様式20】の提出対象
交付申請時の課税区分が免税事業者の方

提出書類 書類の対象期間 免税事業者 簡易課税事業者

法人税もしくは所得税確定申告書の写し 補助事業完了日を含む

課税期間（会計期間）の

前々事業年度のもの

○ 〇

損益計算書等 ○ 〇

消費税確定申告書

直近のもの

〇

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 （※）

消費税簡易課税制度選択届出書(控) （※）

〇 必須 ※ 事務局からの依頼があった場合は提出してください

https://www.nta.go.jp/


補助事業別留意事項

補助対象経費及び証拠書類の留意事項
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補助対象経費の要件

補助対象経費は、補助事業を実施するために必要であって、以下の①～③の条件を全て満たす経費です。

① 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

※交付申請時の経費積算項目に記載された経費であることを原則とします。

② 補助金交付決定日以降の契約 (発注) により発生する経費で、かつ、その支払いが補助事業の事業完了日ま
でに完了している経費

※事前着手制度を利用している補助事業者は、事前着手届出受理日から補助事業に着手することが可能です。

③ 証拠書類等によって契約額や支払済であること等が確認できる経費

その他注意事項

• 本補助事業に要した経費については、他の業務の経費と混同しないよう、入出金を日々記載・記帳し、その出納を
明らかにして下さい。

•本補助事業に係る帳簿・伝票等には、他の業務に関わる内容を含めずに作成するか、他の業務と区別できる表示を
行い保管して下さい。

• 本検査等を受けるための費用や、事業終了後の完了実績報告等に要する費用は補助対象外となります。

• 金融機関に対する振込手数料は補助対象外となります。

• 金融機関に対する振込手数料を取引先が負担した場合、その金額分の値引きがあったものとみなし、値引き後の額
を補助対象経費とします。

• 経費の算出過程において、1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てにより金額を計上して下さい。

•交付決定日より前に契約 (発注) した経費は補助対象とは認められません（事前着手届出を提出した地域を除
く）。

•補助事業の実施期間が終了してから当該経費の支払いが行われた場合は、補助対象とは認められません。ただし、
例外として、支払いが補助事業の実施期間終了後であっても、事業実施期間中に発生し、かつ、当該経費の額が確
定しているもので、事業実施期間中に支払われていないことに相当の事由があると認められるものは補助対象経費と認
められる場合があります。この場合、事由が発生した時点で速やかに事務局に報告して確認を受けて下さい。

【相当の事由の例】

事業の進捗上、事業期間の終了直前に経費が発生したが、経理処理の都合上、事業期間中の支払が困

難なものであって、経費の必要性及び事業期間の終了直前に経費が発生することの適正性について事前に事

務局の承認を得ているもの



補助事業別留意事項

補助対象経費及び証拠書類の留意事項

経費の支払方法について

工事代金等の支払方法は銀行振り込みが原則です。経理処理等の都合上、振込ができない場合はクレジットカード
による支払いも可とします。その場合は一括で事業実施期限までに引き落としが確認でき、支払いの事実を明確に証
明できる資料を必ず添付してください。なお、現金・手形・小切手による支払いを行った場合、補助金の交付を受けるこ
とができません。

支払方法別の「支払確認が可能な書類」の例は、下記のとおりですので、支払方法別に必要な証拠書類を全て揃え
て下さい。

※ 支払にあたっては補助事業の改修工事等が完成し、法令上の各種検査が完了している必要があります。

15

銀行振込ができない場合

補助対象外

銀行振込

現金

手形・小切手

クレジットカード

立替払いの場合

• 代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、①クレ
ジットカード払い時のルール（事業実施期間中に引き落としが確認できることが必要）、および②補助
事業者と立替払い者間の精算（立替払い者への立替払いの支払い）が期間中に行われること、の双
方を満たさなければなりません。

※ その他の立替払いによる支払いを行った場合は、原則として補助金の交付を受けることができません。

【必要な証拠書類】

• 以下、2つの書類が必要です。

1. 立替払いを行った者から業者への支払いが確認できる書類

2. 立替払いを行った者と補助事業者が精算を行ったことが確認できる書類

※ それぞれ、支払方法に応じて、①銀行振込の場合、②現金払いの場合、③クレジットカード払いの場合
を参照して下さい。

詳細は「交付の手引き」（P.55）を御覧ください。

仮想通貨・クーポン・金券類等



問い合わせ先
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【お問い合わせ先】
地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業事務局
（地域観光再生事務局）コールセンター

0570-041102
（受付時間 9:00～17:00 土日祝・年末年始を除く）

改訂履歴

日付 内容

2023/7/27 初版

2023/10/11

・下記記載の修正および提出書類の追加（P8）

（誤）⇒利益排除証憑 →（正）利益排除が必要な場合の追加提出書類

（誤）No.12工事完了報告書(工事完成引渡書・工事完成報告書等)もし
くは納品書 → （正）No.12工事完了報告書(工事完成引渡書・工事完成
報告書等)

（追加）No.23 面的DX化に参加したことが確認できる書類

（追加）No.24 取得財産管理シール

・下記記載の修正（P9）

（誤）No.12 面的DX化計画の進捗（KPI）がわかる書類 →（正）
No.12 【様式27】面的DX化計画進捗報

（誤）No.13 面的DX化計画に参加する業者一覧 →（正）No.13 【様式
25】面的DX化計画に参加する事業者一覧告書

（誤）No.14 実証実験の報告書 →（正）No.14 【様式26】実証実験完
了報告書

・図表に令和6年度単年申請のケースを追加（P12）

・提出書類（表）の記載内容を修正（P14）

補助事業について


